
大学等奨学金事業の充実について
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意欲と能力のある学生等が、経済的理由により進学等を断念することがないよう、

・給付型奨学金の創設

・低所得世帯の子供たちに係る無利子奨学金の成績基準の実質的撤廃

・無利子奨学金の貸与人員の増員（残存適格者の解消）

・「所得連動返還型奨学金制度」の確実な実施

など、大学等奨学金事業の充実を図る。

参考：住民税非課税世帯の生徒数

・児童養護施設退所者
里親出身者

・生活保護世帯※

・住民税非課税世帯※

高校１学年あたりの
生徒数（概数）

※ 高校生等奨学給付金の受給実績に基づく
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うち対象となるのは
大学等進学者
（６．１万人程度と推計）

奨学金貸与者：４．５万人
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計１５．９万人

所得連動返還型奨学金制度
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（独）日本学生支援機構 大学等奨学金事業の充実

区分 無利子奨学金 有利子奨学金

貸与人員
５３万５千人

〔新規貸与者分４万４千人増〕
〔他被災学生等分３千人〕

７５万７千人
（５万８千人減）

事業費
３，５８４億円（８２億円増）
〔他被災学生等分１７億円〕

６，７７１億円
（４６７億円減）

うち
一般会計
復興特会等

政府貸付金
一般会計：９５８億円
復興特会： １億円
財政融資資金
３２億円

財政融資資金
７，０４３億円

貸与月額
学生が選択

（私立大学自宅通学の場合）

２、３、４、５．４万円

学生が選択
（大学等の場合）

２万円～１２万円の１万単位

貸与
基準

３０年度

採用者

学
力

・高校評定平均値
３．５以上（予約採用時） 等

＜住民税非課税世帯の学生等
＞
・成績基準を実質的に撤廃

①平均以上の成績
②特定の分野において特に
優秀な能力を有する
③学修意欲がある

家
計

家計基準は家族構成等による（子供１人～３人世帯の場合）

一定年収(700～1,290万円)
以下

一定年収(870～1,670万円)
以下

返還期間

卒業後２０年以内

＜所得連動返還を選択した場合
＞
・卒業後の所得に応じて変動

卒業後２０年以内
（元利均等返還）

返還利率 無 利 子

上限３％（在学中は無利子）

（平成29年12月貸与終了者）

利率見直し
０．０１％

利率固定
０．２３％

②無利子奨学金の希望者全員に対する貸与の着実な実施
無利子奨学金事業費：3,584億円（82億円増）

〔ほか被災学生等分17億円〕

制度を着実に実施し、貸与基準を満たす希望者全員への貸与を実施。

◇無利子奨学金貸与人員：53万5千人
〔ほか被災学生等分3千人〕

③所得連動返還型奨学金制度を確実に実施するためのシステム開発等
システム開発・改修費：8億円（2億円増）

所得連動返還型奨学金制度を確実に実施するため、システムの開発・改
修等を実施。

①給付型奨学金制度の本格実施 基金：105億円（35億円増）

平成30年度からの本格実施を確実かつ安定的に実施。

【制度概要】
◇対 象：非課税世帯で、一定の学力・資質要件（※に示すガイドラインを基に各学

校が定める基準）を満たす学生を高校等が推薦
※①各学校の教育目標に照らして十分に満足できる高い学習成績を収めている者
②教科以外の学校活動等で大変優れた成果を収め、各学校の教育目標に照らして概ね満足でき
る学習成績を収めている者

③社会的養護を必要とする生徒等であって、特定の分野において特に優れた資質能力を有し、
又は進学後の学修に意欲等があり、進学後特に優れた学習成績を収める見込みがある者

◇給 付 額：（国公立・自宅）月額２万円、(国公立・自宅外／私立・自宅）月額３万円
（私立・自宅外）月額４万円
※国立大学・国立高等専門学校等で授業料減免を受けた場合は減額
※児童養護施設退所者等には別途24万円の入学一時金

◇給付人員：22,800人〔うち新規 20,000人〕（平成29年度：2,800人）

（参考）無利子奨学金及び有利子奨学金の平成３０年度事業の概況

意欲と能力のある学生・生徒が、経済的理由により進学を断念することがな
いよう、安心して学ぶことができる環境を整備することが重要。このため、

①給付型奨学金制度の本格実施
②無利子奨学金の希望者全員に対する貸与の着実な実施
③所得連動返還型奨学金制度を確実に実施するためのシステム開発等

など、大学等奨学金事業の充実を図る。

＜平成３０年度予算案＞



新しい経済政策パッケージの高等教育無償化関連部分のポイント①

１、基本的考え方

貧しい家庭の子供たちほど進学率が低いことを踏まえ、所得が低い家庭の子供たち、

真に支援の必要な子供たちに限って無償化を実現。

２、具体的内容

（a）授業料減免の拡充

交付先：大学、短期大学、高等専門学校、専門学校（以下「大学等」）

対象：住民税非課税世帯

免除額：

国立大学…授業料全額免除

私立大学…国立大学の授業料＋私立大学等の平均授業料の水準を勘案した一定額

1年次には入学金も免除（国立大学の入学金を上限とする）

新しい経済政策パッケージは「生産性革命」と「人づくり革命」を車の両輪として、少子高齢化

に立ち向かうべく取りまとめられ、平成29年12月8日閣議決定。「人づくり革命」に消費税を

財源とする高等教育の無償化が含まれている。



新しい経済政策パッケージの高等教育無償化関連部分のポイント②

（b）給付型奨学金の拡充

対象：住民税非課税世帯

給付額：学生生活を送るのに必要な生活費を賄える額
社会通念上常識的なものとする。例えば、日本学生支援機構「学生生活調査」の修学費、課外活動費、通学費、
食費（自宅外生に限る。）、住居・光熱費（同左）、保健衛生費、授業料以外の学校納付金等を計上。娯楽・嗜好費を
除く。併せて、大学等の受験料を計上。

（c）準じる世帯への措置等

支援の崖・谷間が生じないよう、住民税非課税世帯に準ずる世帯の子供も段階的に支援

在学中の家計急変にも対応

３、支援対象者の要件

高校在学時の成績だけでなく、本人の学習意欲を確認

進学後、学習状況の一定要件（取得単位数、GPA、処分状況等）を充足しない場合、

支援打切り
例： ①１年間に取得が必要な単位数の６割以下の単位数しか取得していないとき

②ＧＰＡが下位４分の１に属するとき
→当該学生に大学等から警告。警告を連続で受けたときは支給を打ち切る
③退学処分・停学処分等を受けたとき →支給を打ち切る

その際、休学について一定の配慮を行う



新しい経済政策パッケージの高等教育無償化関連部分のポイント③

４、大学等の要件

特色や強みを活かしながら、急速に変わりゆく社会で活躍できる人材を育成するため、

社会のニーズ、産業界のニーズも踏まえ、学問追究と実践的教育のバランスが取れた

大学等

具体的には下記を要件とし、これを踏まえたガイドラインを策定

①実務経験のある教員による科目の配置
②外部人材の理事への任命が一定割合を超えていること
③成績評価基準(※)を定めるなど厳格な成績管理を実施・公表していること
④法令に則り財務・経営情報を開示していること

①の例：⑴実務経験のある教員（フルタイム勤務ではない者を含む）が年間平均で修得が必要な単位数の１割以上
（理学・人文科学の分野に係る要件については、適用可能性の検証が必要）の単位に係る授業科目を担当するものとして
配置されていること、⑵理事総数の２割を超える数以上の理事に産業界等の外部人材を任命していること。

③※：成績評価を客観的かつ厳格に行うために、学習成果の評価に関して定める学内の基準。例えば、「特に
優れている（S）」には、試験やレポート等による成績が90点以上、又は成績最上位20％程度であることが必要
などと規定。



新しい経済政策パッケージの高等教育無償化関連部分のポイント④

５、実施時期

2020年４月から

詳細については引き続き検討し、2018年夏までに一定の結論を得る

６、HECS等諸外国の事例を参考とした検討

大学改革や教育研究の質の向上と併せて、オーストラリアのHECS等、諸外国の事例も参考

としつつ、中間所得層におけるアクセスの機会均等について検討を継続

ＨＥＣＳとは、在学中は授業料の支払いを要せず、卒業後、支払い能力に応じて所得の一定割合を返納する、

オーストラリアの仕組み。



高等教育段階の負担軽減措置に関する検討体制（案）

＜検討内容＞

新しい経済政策パッケージ（平成２９年１２月８日閣議決定）に基づき、高等教育における授業料減免及び給付型奨学金の
拡充を具体化し円滑かつ確実に実施するため、閣議決定で具体的に定まっていない以下の詳細事項について専門的検討を行う。
①学校種（特に短大、高専、専門学校）に応じた給付の在り方
②支援対象者の要件の在り方
（入学前の本人の学習意欲の確認方法、在学中の学修状況の確認方法等）
③外部者の登用など対象となる大学等の要件についてのガイドライン
④その他円滑かつ確実な実施に際して必要な事項

高等教育段階における負担軽減措置に関する専門家会議（仮称）

５～６名の有識者、関係者により構成
※必要に応じて関係者の意見を聴取

＜スケジュール＞
平成３０年 １月 会議の立ち上げ、第１回会議

５～６月 要件等のとりまとめ
人生１００年時代構想会議に報告、骨太方針への反映
（法案提出に向けた準備作業）

新しい経済政策パッケージ（平成２９年１２月８日閣議決定）に基づき
高等教育の無償化措置を具体化するための体制を構築する。

＜検討体制＞



○就職活動が大学の授業・試験期間と重複 ⇒ 学生の成長が最も期待される３年次の教育に支障。
○海外留学する学生が減少 ⇒就職活動の時期を逸する可能性があることが阻害要因の一つとして挙げられている。

広報活動

（平成２７年度以前）
平成２７年３月以前

の卒業予定者

４年次３年次

広報活動

留学生
帰国

採用選考活動

【平成２８年３月卒業予定者】就職・採用活動時期を後ろ倒し （広報活動開始３月１日以降、採用選考活動開始８月１日以降）
→学生の学修時間や留学等の多様な経験を得る機会を確保し、大学等において社会の求める人材を育成するための環境を整備。

【平成２９年３月卒業予定者】採用選考活動開始時期を微調整（広報活動開始３月１日以降、採用選考活動開始６月１日以降）
【平成３０年～平成３１年３月卒業予定者】 前年度の日程を維持

インターンシップ等キャリア教育

学生の就職・採用活動開始時期について

内

定

１２月１日

内

定

１０月１日

インターンシップ等キャリア教育

３月１日

内

定

（平成３０年度）※来年度
平成３１年３月
の卒業予定者

※前年度の日程を維持

６月１日

（平成２７年度）
平成２８年３月
の卒業予定者

（平成２８年度）
平成２９年３月の卒業予定者

（平成２９年度）※今年度
平成３０年３月の卒業予定者

※広報活動 ：採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動。採用のための実質的な選考とならない活動。（例）会社説明会
※採用選考活動：採用のための実質的な選考を行う活動。採用のために参加が必須となる活動。（例）採用面接

現在の就職・採用活動時期をめぐる問題が顕在化

広報活動 採用選考活動
内

定

４月１日

採用選考活動

１０月１日

広報活動 採用選考活動

大学学事日程

３月１日

８月１日

４月～７月
授業

７月～8月
前期試験

8月～9月
夏季休暇

１０月～１月
授業

１月～２月
後期試験

３月
春季休暇

４月～７月
授業

７月～８月
前期試験

８月～９月
夏季休暇

３月１日 ６月１日

８月～１０月
大学院入試

８月～１０月
大学院入試



平成３０年度の就職・採用活動について

【日本経済団体連合会】 「採用選考に関する指針」を改定。（H29.4.10.）

【就職問題懇談会】 「平成３０年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者 に係る就職につい
て（申合せ）」を策定。（H29.5.11.）

【政府】 「新規大学卒業予定者等の就職・採用活動開始時期について（要請）」を送付。（H29.5.16.）
※経済団体・業界団体の長（４４３団体）に対し、経団連のみならず、全ての企業側が足並みをそろえて就職・採用活動開始時期を遵

守するよう要請。関係府省（内閣官房、文科省、厚労省、経産省）の４局長連名にて要請。

文科省ＨＰからダウンロードして御活用ください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/gakuseishien/1397580.htm

就職問題懇談会では、「申合せ」の
趣旨や就職活動時期の遵守を企
業等に対して要請する際に、各大
学等において御活用いただけるよ
う企業への「要請文例」を作成し、
全国の大学、短期大学、高等専門
学校へ送付しています。
（H29.10.23.就職問題懇談会座長）

要請文例を御活用いただき、各大
学からも個別の企業への積極的な
要請を御願いします。

※一部抜粋



大学生が利用できる就職支援機関

大学（キャリアセンター等）

【支援対象】
就職を希望する所属学生

【支援内容】※支援の手厚さは大学で異なる。
○キャリアセミナー、就職ガイダンス
（例：各種講演、ＯＢＯＧの体験談、スケジュール等の基礎知
識）

○就職関係講座
（自己分析、ビジネスマナー、エントリシート添削、面接指導）

○業界・企業研究ガイダンスの開催

○学内企業説明会

○個別相談

○求人票の閲覧、職業紹介等
（無料職業紹介事業者の届出必要）

【支援対象】
自ら就職活動を円滑に行い就職することが困難な者

【支援内容】
新卒応援ハローワーク、わかものハローワークでは、
担当者制によるマンツーマン支援を実施。

○自己理解による希望職種の選定支援（職業興味検査等）

○履歴書、自己ＰＲ書の作成指導

○応募求人に合わせた模擬面接

○臨床心理士による面談、メンタルケア

○求人票の閲覧、職業相談、職業紹介 等

ハローワーク

新卒採用（既卒３年以内含む）は「新卒応援ハローワー
ク」フリーター、無職の若者は「わかものハローワーク」
にて専門的な支援を実施。

【支援対象】
15歳～39歳で仕事に就いておらず、家事も通学もしていない者（若年無業者等）のうち、
サポステの支援を受けることによって、将来的にハローワークにおいても就職を目標に
し得る者と判断される者及びその家族。

【支援内容】
○サポステ相談支援事業
専門的相談支援（個別相談・プログラム、支援計画の作成等）を実施。

○若年無業者等集中訓練プログラム事業（一部のサポステで実施）
合宿形式を含むサポート、自信回復、職場で必要な基礎的能力付与、就職活動に向けての基礎知識獲得等を集中的に実施

○職場体験・就職支援事業（新規）
サポステ利用者の個々のニーズに即したOJTとoff-JTを組み合わせた職場体験プログラム、体験先企業等への就職支援

○定着・ステップアップ事業
就職した者への定着・ステップアップ相談

地域若者サポートステーション

就職活動に課題

未内定のまま卒業
中退

• 何社面接をしても内定が
もらえない。

• 自分の強み、職業適性の
理解が不十分。

• 大手企業ばかり目が向き、
どんな仕事がしたいか不
明確。

• 不採用が続き、焦りや精
神面の不安から前向きな
就職活動ができない。

連携

紹介

例：ハローワークから大学へ
相談員を派遣。

紹介

中退



全体的に一定の進捗。一方で未だ不十分な部分もあり、一層の体制整備
や専門人材の育成が必要。

（１）基本的な考え方
●「不当な差別的取扱い」：正当な理由なく何らかの条件を付すこと。正当
かどうかは個別事案ごとに判断。一般的・抽象的理由は不適切。
●「合理的配慮」：第一次まとめを踏襲。「社会モデル」の理解が不可欠。

（２）大学等における実施体制
各大学の規模等を踏まえ、複数の大学等による資源の共有の工夫が重
要。①事前的改善措置(中・長期的な取組）、②学内規程（対応要領や障
害学生支援に関するルールの作成・公表）、③組織（主なものは意思決定
機関の「委員会」、一元的対応の「専門部署・相談窓口」、調整機関の「第
三者組織」）
（３）合理的配慮の決定手順
①障害のある学生からの申出（学生自ら必要な支援申出が出来るような
視点も重要。原則根拠資料必要。）、②学生と大学等による建設的対話
(学生本人の意思決定を尊重）、③内容決定の際の留意事項(教育の目
的・内容・評価の本質部分は変えない）、④決定内容のモニタリング
（４）紛争解決のための第三者組織
中立的立場で調停できる組織。調停が不調の場合の学外の相談・調停
窓口に関する情報の周知も重要。

具体的な内容

（１）教育環境の調整
変えることのできない教育の目的・内容・評価の本質を確認・維持した上で、提供方法
の調整やアクセシビリティを確保する。
（２）初等中等教育段階から大学等への移行(進学)
高等学校や特別支援学校高等部等で提供されてきた支援内容・方法等の大学等への
引き継ぎの円滑化、大学等からの情報発信強化が重要。
（３）大学等から就労への移行(就職)
障害者雇用促進に関する様々な制度やサービス、機関があり、学内にも就職支援関
係部署が複数あるため、一般の学生に比べて就職活動が複雑。そのため、早い段階
から学生に多様な情報や機会を提供するとともに、関係機関間のﾈｯﾄﾜｰｸ作りが重要。
（４）大学間連携を含む関係機関との連携
地域・課題単位での多層的な連携が必要。生活面への配慮を要する相談は、福祉行
政・事業者と連携し、公的ｻｰﾋﾞｽやﾎﾞﾗﾝﾃｨｱも含めた幅広い支援の検討が望まれる。
（５）障害のある学生への支援を行なう人材の養成・配置
組織的な支援を適切に行なうため、様々な専門知識や技術を有する支援人材の養
成・配置が不可欠。
（６）研修・理解促進
教職員に加えて、支援補助学生を含めた学生全体に対しての理解促進の取組も重要。

（７）情報公開：
支援に関する姿勢・方針や取組は積極的に公開する。これらの公開にあたってはアク
セス可能な形で情報提供することが重要。

障害のある学生支援の充実には関係者の共通理解と努力が不可欠。また、支援の手
法に関する調査・研究・開発・蓄積と、これらの成果の現場への普及・共有が必要。
→ 幹事校と連携校、連携機関（福祉・労働行政、企業等）からなるセンターの形成。

●第一次まとめの検討範囲を踏襲。
●加えて、第一次まとめで議論できなかった「教育とは直接関係しない学生
の活動や生活面への配慮」も対象。(参考となる配慮事例を提示。）

障害のある学生の修学支援に関する検討会（平成28年度） 第二次まとめ（概要）

第一次まとめの進捗状況

差別解消法を踏まえた「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」の考え方

各大学等が取り組むべき主要課題とその内容

社会で活躍する障害学生支援センター(仮称)の形成

検討の対象範囲

【今後の議論が望まれる課題】
障害のある留学生への支援、障害のある学生への支援に積極的な大学等への評
価、障害のある学生がいることを前提にした災害対策、障害のある教職員への支援

●平成28年４月の障害者差別解消法の施行等を踏まえ、各大学等において障害のある学生支援の体制が整備されてきたが、これらの学生の在籍者数の急増に伴
い、今まで以上に対応が困難な状況や新たな課題が生じている。

●こうした状況を踏まえ、障害者差別解消法の施行を踏まえた高等教育段階における障害のある学生の修学支援の在り方について検討を行うため、「障害のある学
生の修学支援に関する検討会」を開催。平成29年３月に検討結果を「第二次まとめ」として取りまとめ。 第二次まとめの全文や参考資料は文部科学省HPからダウンロードできます。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/074/gaiyou/1384405.htm
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